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甲南高等学校・中学校いじめ防止基本方針 

甲南高等学校・中学校 
 

１ 本校の教育方針 

本校は明治・大正時代の教育に見られた画一的な知識偏重の教育に対し、教育の本質に

立ち返った「人物育成」を使命とし、一人ひとりの個性を尊重することでそれぞれの天賦

の才を引き出し、徳育、体育、知育のいずれにも偏らない調和の取れた人物づくりを目指

している。 

そのためには、すべての生徒が自由闊達な環境の中で学校生活を送ることができるよう

に、「いじめ防止対策推進法」（平成 25 年法律第 71 号）第 13 条1の規定に基づき、日ごろ

の生徒指導体制を整備する。いじめの未然防止や早期発見およびいじめを発見した場合、

適切に対処するため、この「いじめ防止基本方針」を制定する。 

 

２ 基本的な考え方 

本校は 2019 年に 100周年を迎え、伝統の上にさらなる発展を目指している。「学力向上」

のみでなく「マナー向上」を学校教育方針の一つと定め、学校長のリーダーシップの下、

学校全体で生徒指導に取り組んでいる。 

いじめについては、「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」2という認識をすべ

ての教職員が持ち、豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に取り組むために、

以下の指導体制を構築し、いじめの防止を包括的に推進する。 

 

３ いじめ防止等の指導体制・組織的対応等 

(1) いじめ防止等の組織 

いじめの防止、早期発見、対応を適切に行うため、管理職、生徒指導部長、関係学年主

任、クラス担任、生徒支援コーディネーター、養護教諭、カウンセラーなどにより構成さ

れる「いじめ対策委員会」を設置し、日常の教育相談体制、生徒指導体制を構築する。た

だし、いじめ防止対策委員会の構成員については、いじめ防止対策推進法に基づき、当該

事案に「速やかに」対応するために、必要に応じて小委員会を設けて対応することがある。

（例 教頭、生徒指導部長、学年主任、クラス担任など） 

 

(2)  日常の指導体制 

いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ潜在化しやすいことを教職員が認

識するとともに、日頃より全教職員が生徒の声に耳を傾け、友人関係が円滑に保たれてい

ることを観察、確認する。また、いじめの防止、早期発見のために、定期的にいじめに関

するアンケート（別紙１）や、子どもたちの学校生活における満足度と意欲、さらに学級

集団の状態を調べることができる「楽しい学校生活を送るためのアンケート（Q-U）」な

 
1 （学校いじめ防止基本方針） 

第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情

に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとす

る。https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm 
2 学校におけるいじめ問題に関する基本的認識と取組のポイント（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06102402/002.htm 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06102402/002.htm
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どを活用した検証・評価を行う。その結果をもとに、各学年において学年会議を開き、「いじ

め」の防止や早期発見、対処を行う。万一、「いじめ」とみなされる行為が発見された場合、

教職員、家庭、その他関係者との連携をしながら、注意深く観察、適切に指導、対処する。 

本校では 2020年度より全学年の生徒が iPad、あるいは PCを活用して授業を受けている。

そのため、LINE や Instagram などの取り扱いやそれらに関連するトラブルの防止について

本校の ICT教育部と連携を取りながら、積極的な指導を行う。 

 

(3)  未然防止及び早期発見のための指導研修体制 

管理職、教育研究部長、教育研究部員、生徒支援コーディネーター、養護教諭、カウンセ

ラーから構成される、生徒の支援を目的とした「生徒支援委員会」（生徒支援コーディネー

ターが委員長）とも連携をしながら、いじめの防止の観点から、教職員の資質や能力向上を

図る校内研修、相互研修を行う。 

 

(4)  いじめの通報等からの組織的対応 

いじめの疑いに関する情報を把握した場合は、すみやかに「いじめ防止対策委員会」に情

報伝達し、必要部署と連携を行い、適切に対応を行う。いじめの事実確認を行なった後に、

いじめがあったと確認できた場合は、必要部署と情報の共有を行い、校長の指導のもと、迅

速にいじめの解決に向けた組織的対応を行う。（別紙２） 

 

４ 重大事態への対応 

(1) 重大事態とは 

重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある

と認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。 

また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあ

る場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間

30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、事案

により学校が判断する。 

また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校

長が判断し、適切に対応する。 

 

(2)  重大事態への対応 

校長が重大事態と判断した場合、直ちに、甲南学園理事長への報告および、私学連合会と

兵庫県知事への報告を行うとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、

「いじめ対策委員会」で調査し、事態の解決に当たる。 

 

５ その他の事項 

徳・体・知のバランスのとれた「世界に通用する紳士」の育成を教育方針とする本校は、

信頼される学校、開かれた学校となるよう情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、

学年またはクラス保護者会、三者面談、学校が発信するメールマガジンやClassiでのメッセー

ジなどあらゆる機会を利用して、情報発信に努める。 

また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、このいじめ防止基本方針が、実

情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対策委員会」を中心に点検し、必要

に応じて見直す。本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、

生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確

保できるよう留意する。 

尚、上記３、４の内容については事案に応じて柔軟に対応する場合がある。 
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（別紙１） いじめに関するアンケート項目 

 

 

１．私はいじめを受けている。                     はい  いいえ 

２．私は人をいじめている。                      はい  いいえ 

３．私はいじめられている人を見たことがある。             はい  いいえ 

４．私はいじめられている人がいるのを聞いたことがある。       はい  いいえ 

５．あなたにはいじめの問題について悩みや学校についての要望がある。 はい  いいえ 

６．ひやかしやからかいを受けている。                 はい  いいえ 

７．仲間外れやむしをされる。                     はい  いいえ 

８．遊び半分でたたかれたり、蹴られたりしている。          はい  いいえ 

９．本気でたたかれたり、蹴られたりしている。            はい  いいえ 

１０．金品やものをたかられている。                  はい  いいえ 

１１．金品やものを隠されたり、盗まれたり、壊されたりしている。   はい  いいえ 

１２．嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされている。      はい  いいえ 

１３．パソコンや携帯などを使って、悪口や嫌なことをされている。   はい  いいえ 

１４．掃除当番や仕事を押し付けされている。              はい  いいえ 

１５．机を意図的に離されている。                   はい  いいえ 

１６．学校へ行きたくない日がある。                  はい  いいえ 

１７．いじめで悩んだときに相談できる人がいる。           はい  いいえ 

１８．どんなことでも書きたいことがあれば書いてください。（自由記述） 
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（別紙２） 組織的対応図 

 

 

             

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ いじめ防止対策委員会の構成員については、いじめ防止対策推進法に基づき、当該事案に

「速やかに」対応するために、必要に応じて小委員会を設けて対応することがある。（例 

教頭、生徒指導部長、学年主任、クラス担任など） 

招集・指揮 

校長・副校長・教頭 

いじめの通報等 

兵庫県知事 

いじめ防止対策委員会 

 

【構成員】 

管理職（校長・副校長・教頭）、生徒指導

部長、関係学年の学年主任、関係クラス担

任、関係学年の生徒指導部員、養護教諭、

生徒支援コーディネーター、スクールカウ

ンセラー、その他クラブ顧問などの関係者

など 

関係機関 

 芦屋警察 

 児童相談所 

重大事案 

マスコミへの対応 いじめ解消に向けた取組 

解 決 

継続的指導・経過観察 再発防止・未然防止活動 

報告 

支援 

支援 

相談 

生徒指導部 

教
員
会
議 

報告 

説明 保
護
者
会 

理解 

報告 


